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太陽有限責任監査法人は、構成員が共有する価値観として「３つの価値観」を定めており、これらに基づいて組織を設計し、

業務管理態勢及び品質管理態勢を整備・運用しています。これにより監査品質の持続的な向上を確かなものとすることを、

長期的な法人運営の在り方として位置付けています。
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ご挨拶
　私たちの職責と使命は、公認会計士法第１条に明らかにされ
ています。すなわち、「公認会計士は、監査及び会計の専門家と
して、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する
情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活
動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全
な発展に寄与することを使命とする。」とされています。この公
認会計士法第１条に基づき、私たち太陽有限責任監査法人の
全ての社員・職員は、財務書類等の信頼性と公正性を確保し、
企業の持続可能な発展や公共の利益に貢献することを目指し
ています。
　昨今の監査環境下において、監査法人は、企業活動のグロー
バル化やAI活用・デジタル化の進展、不正リスクの多様化等へ
の高度な対応が求められています。資本市場における信頼の
基盤として、私たち監査法人には、財務情報の正確性・透明性
の確保のみならず、企業の持続可能性やガバナンス強化への
貢献、さらには多様なステークホルダーの期待に応える責任が
一層重く課せられていると考えています。
　こうした環境変化を理解し、また受け止め、社員・職員の一人
ひとりが職業的懐疑心と組織的懐疑心を高いレベルで維持し、
変化する経営環境や企業等の事業活動に強い興味と好奇心を
持って監査を実施することが、品質向上の原動力であると考
え、日々の業務に取り組んでいます。

　私たちは、社員・職員の全員が共有する価値観として、次の
「3つの価値観」を定めています。
　①公共財の提供者であること
　②監査の結果に責任を持つこと
　③社会性・国際性を発揮すること

　これらの価値観のうち特に重視している「公共財の提供者で
あること」は、資本市場において監査に期待される社会的使命
を果たすことによって、公共の利益を追求し続けようとする考
え方を意味しており、「監査の結果に責任を持つこと」も「社会
性・国際性を発揮すること」も、監査業務に求められる公共の利
益を追求するために掲げたものです。これら３つの価値観に基
づいて、組織、業務管理態勢、品質管理態勢を向上させること
を長期的な法人運営の在り方とすることで、公共財である監査
の品質、専門性の継続的な向上を追求しています。

　私たち太陽有限責任監査法人は、2025年6月末で契約職員
を含む社員・職員が約1,300名の規模となりました。監査環境が
変化する中、私たちはこれに応えるため、多様な人材の採用・
育成と教育研修の充実化、ITテクノロジーの活用、外部有識者
との積極的な意見交換などの監査品質の持続的向上に向けた
取り組みを末端まで確実に浸透させ、しなやかで強靭な組織を
目指しています。
　このたび、「QUALITY REPORT 2025（監査品質向上のための
取組み）」として、私たち太陽有限責任監査法人の価値観、目指
す姿とともに、この社会的使命を果たすための具体的な取組み
についてまとめました。今後も、皆様からの期待に応えられるよ
う、監査品質向上のための持続的活動に取り組んでまいります。
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総括代表社員（CEO）
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監査品質指標一覧

職業倫理と独立性

独立性違反件数独立性調査の回答率

100％ 0件

2025年6月期 

テクノロジーの活用

IT投資額［保守費等含む］ IT投資額の業務収入に占める割合

948百万円
LAST YEAR LAST YEAR5.2％

IT投資額と、IT投資額の業務収入に占める割合

新規契約の締結と更新

新規上場による増加監査人の変更による増加

22社 12社

監査人の変更による減少

その他（上場廃止）

11社
2025年6月末現在

352社

上場被監査会社数の推移

監査業務の実施

総監査時間のうち業務執行
社員の監査時間の占める割合

総監査時間のうち有資格者の
監査時間の占める割合

LAST YEAR82.4％8.5％

LAST YEAR LAST YEAR9社
LAST YEAR

LAST YEAR

LAST YEARLAST YEAR

2025年6月期 

2025年6月期 

2025年6月期 

※TOKYO PRO Marketに上場する会社数を
含みません。

※公認会計士法等の法令や倫理規則
（日本公認会計士協会）で禁止され
た利害関係を有することが発覚し
た件数です。

※有資格者：公認会計士及び
公認会計士試験合格者等

監査業務収入の
全業務収入に占める割合

96.9％ LAST YEAR

監査品質指標一覧06



人材の採用と育成

モニタリング・外部レビュー

品質管理業務に従事する人員数

51名
内部点検において検出された

「監査意見に影響を与える重要な指摘事項」件数
LAST YEAR

LAST YEARLAST YEAR

0件

期末人員数と構成比

パートナー

2025年6月期

2025年6月期

定期採用人数

101名（8％）
シニアマネジャー・
マネジャー 137名（10％）

LAST YEAR

LAST YEARLAST YEAR

LAST YEAR

スーパーバイザー・
シニアスタッフ 319名（25％）

LAST YEAR LAST YEAR60名 24名84名
中途採用人数 職員一人当たりの研修時間

106時間
海外駐在経験者

データ・アナリティクス
推進

14名 18名 9名 9名

RPAツール開発・
利用推進

生成AI（独自LLM等）
開発推進

コレポンツール
開発推進

LAST YEAR

スタッフ 396名（31％）

期末資格別人員数と構成比

※事務職員及び契約職員を除く

デジタル化推進体制

公認会計士 470名（49％）
公認会計士試験
合格者等 262名（28％）

LAST YEAR

LAST YEARLAST YEAR

その他専門職 221名（23％）
LAST YEAR

953名（100％）

LAST YEAR

事務職員 103名（8％）
LAST YEAR

契約職員等 238名（18％）

合計

合計

LAST YEAR

1,294名（100％）

※品質管理本部に在籍する社員・職員（地区事
務所所属との兼任を含む）及び品質管理本
部所管の委員会構成員を記載しています。

※コレポンツールの詳細については、P45をご参照ください。

LAST YEAR

LAST YEAR LAST YEAR
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太陽有限責任監査法人の
文化と価値観1

太陽有限責任監査法人の文化

太陽有限責任監査法人の3つの価値観
私たちは、監査品質の持続的な向上を確かなものとするため、以下の「３つの価値観」を大切にしています。

公共財の提供者であること

監査の結果に責任を持つこと

社会性・国際性を発揮すること

私たちが提供する監査業務においては、資本市場における投資家保護を念頭に正しい監査上の判断基準を持ち続ける
ことが非常に重要となります。私たちは、資本市場における社会的な基盤でなければならず、公共財を提供することが
社会的使命であると考えています。このような社会的使命を果たすには、同時に、被監査会社との良好な関係を保持す
ることが必要です。被監査会社の適切な開示とガバナンスの強化に貢献するため積極的に関わることで、結果として、
投資家の信頼に応えうる高品質で有効かつ効率的な監査を提供します。

私たちは、監査品質の向上のために遵守すべき監査基準の要求事項に積極的に応えていくことが重要と考えています。
しかし、監査基準の要求事項への対応が必要十分であったとしても、結果として適切ではない財務諸表が公表され、そ
の利用者である投資家に損害が生じれば、私たちは実施した監査について責任を問われることになります。私たちは、
監査意見を表明することの責任を考えるからこそ深度ある監査が実施できるものと認識しています。監査意見に責任
を持つためには、全ての監査の実施者が職業的懐疑心を高いレベルで保つ必要があります。私たちが持つべき職業的
懐疑心は、被監査会社を取り巻く経営環境やその事業活動等に強い興味や好奇心を持って行動することで初めて保持
し得ると考えています。このような監査実施者の行動を組織的に支える取組みを「組織的懐疑心」という言葉で表現し、
これを追求し続けます。

私たちは、広く社会性・国際性を身に付け、激しく変化するグローバル社会に働きかけ、多様なニーズに応えることを大
切にしています。社会性や国際性を発揮することで、私たち全員が多面的な成長を遂げ、創造的で柔軟な思考を併せ持
つことができると考えています。これらの社会性・国際性を重視する姿勢も監査品質の向上の観点から意図したもので
す。全ての監査の実施者が社会性・国際性を志向しながら成長を実感することこそ、監査業務に対する積極的なモチ
ベーションとなり、監査品質の向上を探求する実際の行動につながると考えています。

私たちは、構成員が共有する価値観として以下の「３つの価値
観」を定めており、これらに基づいて組織や業務管理態勢、品管
理態勢の向上を進めることを長期的な法人運営の在り方とし
て位置付けています。３つの価値観の中で最も重視している
「公共財の提供者であること」は、資本市場において監査に期

待される社会的な役割を果たすことによって公共の利益を追
求し続けようとする基本的な考え方を意味しています。他の２
つの価値観である「監査の結果に責任を持つこと」、「社会性・
国際性を発揮すること」も、監査業務に求められる公共の利益
を追求するために掲げたものです。

08 太陽有限責任監査法人の文化と価値観



組織図
各組織の役割

太陽有限責任監査法人の
ガバナンスと組織2

ガバナンスの概要

監査品質に影響を与える意識調査

INDEX

社員総会
経営執行機関

P10

P10

P11

P11

監督・評価機関 P14

Q. あなたは、当法人が監査品質を重視していると思いますか。

私たちは、出資者である社員が、個別に指定を受けた業務につ
いて業務執行権と無限責任を負い、その他の業務については
出資額を上限として責任を負う有限責任監査法人です。経営執
行機関は、法人代表である総括代表社員、経営会議及び執行会
議となります。経営会議は、総括代表社員、経営管理本部長及び
品質管理本部長により構成された当法人の経営に関する重要
事項について協議する機関であり、この協議内容に基づき総括
代表社員が意思決定を行います。これにより、迅速な意思決定
を担保しつつ、組織規模に見合った一定の相互牽制を機能させ
ています。執行会議は、経営管理本部長、品質管理本部長、各部
部長、東京事務所長及び大阪事務所長から構成され、経営会議
で決定された経営方針に基づき業務執行に関する重要事項を
協議するとともに、法人運営に向けた具体的施策を企画検討
し、経営方針について法人への浸透を図っています。
経営管理本部は、経営計画や予算の立案・管理、経理業務、人事
政策の立案・人事管理、監査チームのアサインメント、教育研
修、 ITインフラ政策の立案・管理等、高品質な監査業務を行うた
めの組織基盤の整備・運用を図るとともに、監査業務の監査環
境モニタリング、データ・アナリティクス等次世代の監査業務の
開発やIT領域に関する監査等、個々の監査業務の品質向上のた
めの諸施策を統括しています。品質管理本部は、監査マニュア
ルを含む監査業務関連規程の整備、監査ツール（電子監査調書
システム）の整備・運用、業務の審査の運営及び管理、品質管理
システムに関するモニタリング活動、不正リスクを含むリスク事
案の収集と対応等、当法人の品質管理システムの整備・運用を
統括しています。

2024年6月期

8% 18% 74%

2025年6月期

9% 19% 72%

2023年6月期

10% 17% 73%

否定 中間 肯定
＊5段階による評価で1～2を否定、3を中間、

4～5を肯定として集計した結果の分布図
です。

私たちは、監査品質に関して迅速な意思決定を可能にする組織
運営を行うことを重視しています。このため、法人代表である総
括代表社員を社員総会で選任し、総括代表社員が本部長を任
命する仕組みとしています。法人の業務遂行状況についてはリ
スク管理委員会が、品質管理システムの整備及び運用状況を評
価しています。また、経営執行機関による経営執行の状況を監
督・評価するため、経営評議会を設置しています。経営評議会
は、社員総会で選任された会長と、独立性を有する第三者によ
り構成されます。会長のもとには、経営執行の状況を適切にモ
ニタリングするため、リスク管理評議会及び人事評議会を設置
しています。

09太陽有限責任監査法人のガバナンスと組織



社員総会

経営執行機関
総括代表社員

社員総会は、当法人の出資者である社員全員により構成され
る会議体であり、法人代表である総括代表社員の選任、経営評
議会の構成員である会長の選任、計算書類の承認、その他当
法人の最重要事項を決定する機関です。

総括代表社員は、社員総会により選任され、当法人を代表し、
経営全般を統括する役割を担います。また、当法人の品質管理
システムに関する最高責任を負っています。

経営会議

経営会議・執行会議メンバー

経営会議は、総括代表社員及び経営管理本部長、品質管理本
部長により構成される会議体です。経営会議は、当法人の経営
方針、経営に関する重要事項を協議するとともに、決定された
事項の執行状況を監督する機関です。

執行会議
執行会議は、経営管理本部長、品質管理本部長、各部部長、東
京事務所長及び大阪事務所長で構成される会議体です。執行
会議は、経営会議で決定された経営方針に基づき、業務執行に
関する重要事項を協議するとともに、法人運営に向けた具体的
施策を企画検討し、経営方針について法人運営への浸透を
図っています。

総括代表社員（CEO）
山田 茂善

東京事務所 所長
佐藤 健文

品質管理本部 本部長
柏木 忠

（後列）

（前列）

大阪事務所 所長
荒井 巌

経営管理本部 本部長
石井 雅也

人事部 部長
江口 浩一郎

国際部 部長
和田 磨紀郎

審査部 部長
鶴見 寛

品質管理部 部長
竹原 玄

監査支援部 部長
岩﨑 剛

10 太陽有限責任監査法人のガバナンスと組織



リスク管理委員会

社員総会

総括代表社員

執行会議

経営会議

会長 経営評議会

人事評議会・リスク管理評議会

（2025年7月）

金融統括支援室

IPO統括支援室

非営利統括支援室

IT監査室

ナレッジ室

業務推進室

監査支援部

品質管理部、審査部、国際部、監査業務点検室及び不正・リスク
対応室を統括しています。品質管理本部長は、品質管理システ
ムの整備及び運用（不正リスクへの対応を含む）に関する責任
及び独立性に係る要求事項の遵守の運用に関する責任並びに
完了した監査業務の検証に関する責任及び改善プロセスに関
する責任を負っています。

品質管理部は、品質管理システムの整備及び運用の中核を担

う部門であり、監査業務が監査の基準における要求事項を遵
守して実施されるように、各種規程、監査マニュアル及び監査
ツールの整備・改訂を行っています。また、職業倫理と独立性に
関する規程等の整備及び運用並びにモニタリングを実施する
とともに、監査の過程において専門知識が必要となった場合や
会計処理に関して判断に困難が伴う事象等が発生した場合は、
各分野の専門家を関与させる体制を構築しています。

審査部は、審査会及び上級審査会の運営、個別の監査業務に
おける審査担当社員の選任のほか、審査会や個別の監査業務
の審査の実施状況をモニタリングすることにより、監査業務の
審査全般を管理しています。

品質管理部

審査部

品質管理本部

組織図

各組織の役割

東日本 / 東京事務所

札幌事務所

東北事務所

新潟事務所

北陸事務所

東京事務所各グループ

西日本 / 大阪事務所

名古屋事務所

京都事務所

中国・四国事務所

九州事務所

大阪事務所各グループ

品質管理本部

審査部

国際部

監査業務点検室

不正・リスク対応室

品質管理部

経営管理本部

経営企画部

デジタルイノベーション室

GT室

人事部

※2025年7月1付で、従来経営管理本部
傘下であった国際部を品質管理本部
傘下に組織改組しています。
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人事部

法人運営及び監査業務におけるITテクノロジーの活用を推進
し、IT環境の整備・運用を行います。特に、サイバーセキュリティ
を含む情報セキュリティに係るリスク評価、リスクに対応する管
理体制の整備・運用を所管します。当法人を含むグラントソント
ン加盟事務所（以下、「メンバーファーム」という。）は、サイバー
攻撃などの、予め定められたインシデント発生時のコンティン
ジェンシープランに基づいて即座にグローバルレベルでの対
策を講じられるよう、準備しています。

GT室は、GTIL（Grant Thornton International Ltd.）との関係
強化を図る目的で関連業務について取り組んでいます。

個別監査業務の品質向上のための監査環境の監視、分析、是
正及び支援を行っています。また、監査支援部は金融統括支援
室、IPO統括支援室、非営利統括支援室、IT監査室、ナレッジ室
及び業務推進室を統括しています。

金融統括支援室は、金融機関監査の品質の向上のため、各事
務所の金融機関の監査業務を横断的に支援する部門であり、
金融に関する専門的研修の企画・実施や監査ツールの開発を
行っています。金融統括支援室は、金融機関と深度ある議論が
できる真のプロフェッショナルの育成等、金融機関監査の品質
の向上を通じ、地域金融機関の発展に貢献しています。

新規株式上場（以下、「IPO」という。）準備を通じて、会社の健全
なる持続的成長を監査の側面から支援することが公共財の提
供者としての私たちの役割と考えています。IPO統括支援室は、
すべてのIPO準備会社監査チームにおける監査の進捗を統括
し、また、市場関係者とも連携を図りながら、会社、主幹事証券
会社とともに円滑にIPO準備を進められるよう監査チームを支
援する役割を果たしています。

非営利統括支援室は、非営利組織に対する会計監査を組織横
断的に実施できるよう、各種専門基準の改正をタイムリーに
フォローアップし、非営利監査業務に関する専門的研修の企
画・実施や当法人の監査ツールの開発と運用を品質管理部と
連携して実施しています。非営利組織に対する監査は、国、地方
公共団体、独立行政法人、国立大学、地方独立行政法人、公益

被監査会社がますます国際化する昨今の監査環境を踏まえ、
私たちは、グローバルに展開する日本企業のグループ監査人
として主体的に機能し、グループ全体の監査を有効に実施する
ことが重要と考えています。国際部は、グループ監査業務の品
質向上のための支援・指示・管理及び国際業務に関する責任部
署として関連業務を実施しています。

品質管理システムに関するモニタリング活動（監査業務の定期
的なモニタリングを含む。）に関する業務を実施しています。

監査業務における不正等のリスクに関する情報を収集し、不正
リスクへの対応及び発覚した不正等のリスク案件への対応に
関する業務を実施しています。

人事部、経営企画部、監査支援部、デジタルイノベーション室及
びGT室を統括しています。

人事部は、監査職員の採用、教育研修、人事評価等に関する役
割を担う部門です。監査の実施者が常に被監査会社の経営環
境等に興味を持ち、活力をもって監査業務に取り組むことで、
監査に必要な職業的懐疑心を発揮できると考えています。人
事部は、当法人が、そのような人材の集団であり続けるために、
人的側面における監査環境を整備し、監査品質を向上させる
観点から、採用、教育研修、人事評価、働く環境の整備等の諸施
策を行う役割を担っています。

経営企画部は、経営執行機関の意思決定を補佐する役割を担
う部門です。経営企画部は、監査品質の向上のため、その他の
考慮事項とのバランスの取れた予算の策定とその執行状況、
その他計数情報の管理、業務の効率化や職員のモチベーショ
ン向上等を企図した新規施策の立案、対外的広報活動を通じ
た情報発信などの役割を担っています。また、経営企画部は、
法人運営のインフラである情報システムの企画・管理、業務フ
ローの改善・整備といった役割も担っています。

不正・リスク対応室

GT室

監査支援部

監査業務点検室

国際部

経営企画部

デジタルイノベーション室

金融統括支援室

IPO統括支援室

経営管理本部

非営利統括支援室
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法人運営及び監査業務におけるITテクノロジーの活用を推進
し、IT環境の整備・運用を行います。特に、サイバーセキュリティ
を含む情報セキュリティに係るリスク評価、リスクに対応する管
理体制の整備・運用を所管します。当法人を含むグラントソント
ン加盟事務所（以下、「メンバーファーム」という。）は、サイバー
攻撃などの、予め定められたインシデント発生時のコンティン
ジェンシープランに基づいて即座にグローバルレベルでの対
策を講じられるよう、準備しています。

GT室は、GTIL（Grant Thornton International Ltd.）との関係
強化を図る目的で関連業務について取り組んでいます。

個別監査業務の品質向上のための監査環境の監視、分析、是
正及び支援を行っています。また、監査支援部は金融統括支援
室、IPO統括支援室、非営利統括支援室、IT監査室、ナレッジ室
及び業務推進室を統括しています。

金融統括支援室は、金融機関監査の品質の向上のため、各事
務所の金融機関の監査業務を横断的に支援する部門であり、
金融に関する専門的研修の企画・実施や監査ツールの開発を
行っています。金融統括支援室は、金融機関と深度ある議論が
できる真のプロフェッショナルの育成等、金融機関監査の品質
の向上を通じ、地域金融機関の発展に貢献しています。

新規株式上場（以下、「IPO」という。）準備を通じて、会社の健全
なる持続的成長を監査の側面から支援することが公共財の提
供者としての私たちの役割と考えています。IPO統括支援室は、
すべてのIPO準備会社監査チームにおける監査の進捗を統括
し、また、市場関係者とも連携を図りながら、会社、主幹事証券
会社とともに円滑にIPO準備を進められるよう監査チームを支
援する役割を果たしています。

非営利統括支援室は、非営利組織に対する会計監査を組織横
断的に実施できるよう、各種専門基準の改正をタイムリーに
フォローアップし、非営利監査業務に関する専門的研修の企
画・実施や当法人の監査ツールの開発と運用を品質管理部と
連携して実施しています。非営利組織に対する監査は、国、地方
公共団体、独立行政法人、国立大学、地方独立行政法人、公益

法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合や漁
業協同組合等その範囲と領域が年々拡大傾向にあります。私
たちは、非営利組織に対する会計監査の品質向上を通じて、公
共性の高い領域での社会貢献に積極的に取り組んでいます。

IT監査室は、IT領域に関する監査を横断的に支援し、実施する
部門であり、IT領域に関する監査の品質を向上させるため、専
門的研修の企画・実施やIT領域に関する監査の標準化を推進
する各種ツール開発を行っています。 IT監査室は、より的確に
IT 領域に関するリスクを分析することで、効率的・効果的なIT領
域に関する監査の実施を目指します。また、近年、サイバーセ
キュリティリスクが高まる中、IT監査を通じて被監査会社のサイ
バーセキュリティリスクを適切に評価、指導することにより、新
たな監査への要請に応えるよう努めています。

ナレッジ室は、会計基準及び関係法令のフォローアップ部門と
して、会計基準等の開発動向の把握や調査・研究、公開草案、確
定基準、改正法令に関する法人内の周知や研修、その他ナレッ
ジ全般に関する制度の整備・運用を担う部門です。

業務推進室は、監査の基準が要求する事項に加え、監査品質の
向上のための諸施策を個別監査業務に浸透させる役割を担う
部門です。私たちは、品質管理部が監査品質の向上のために
ルールを作り、審査や内部点検等による監視活動を行うだけで
は、持続的・自律的な監査品質の向上は果たせないと考えてい
ます。業務推進室は、個別監査業務の実態把握や内部点検の
結果に応じて、直接、監査チームの監査品質向上のための支援
活動を行うことによって、監査品質を個別の監査チームに浸透
させる役割を担っています。また、監査業務の生産性向上のた
めのツールの開発（例：被監査会社と監査チームのデータ授受
や質疑を行うコミュニケーションツールである『コレポン』や生
成AIプラットフォームである『Luna』）を行っています。

私たちは、地区ごとに監査事務所を設置しており、全国に10（※
2025年6月末時点では9事務所。2025年7月に京都事務所を開
設）の監査事務所を有しています。各監査事務所は、経営執行
機関のもとで、監査業務を効果的・効率的に実行するためのユ
ニットとして位置付けており、経営執行機関が決定した監査品
質の向上のための人員配置、規程や諸施策を現場において推
進する活動を行います。東京事務所は東日本地域各事務所（東

被監査会社がますます国際化する昨今の監査環境を踏まえ、
私たちは、グローバルに展開する日本企業のグループ監査人
として主体的に機能し、グループ全体の監査を有効に実施する
ことが重要と考えています。国際部は、グループ監査業務の品
質向上のための支援・指示・管理及び国際業務に関する責任部
署として関連業務を実施しています。

品質管理システムに関するモニタリング活動（監査業務の定期
的なモニタリングを含む。）に関する業務を実施しています。

監査業務における不正等のリスクに関する情報を収集し、不正
リスクへの対応及び発覚した不正等のリスク案件への対応に
関する業務を実施しています。

人事部、経営企画部、監査支援部、デジタルイノベーション室及
びGT室を統括しています。

人事部は、監査職員の採用、教育研修、人事評価等に関する役
割を担う部門です。監査の実施者が常に被監査会社の経営環
境等に興味を持ち、活力をもって監査業務に取り組むことで、
監査に必要な職業的懐疑心を発揮できると考えています。人
事部は、当法人が、そのような人材の集団であり続けるために、
人的側面における監査環境を整備し、監査品質を向上させる
観点から、採用、教育研修、人事評価、働く環境の整備等の諸施
策を行う役割を担っています。

経営企画部は、経営執行機関の意思決定を補佐する役割を担
う部門です。経営企画部は、監査品質の向上のため、その他の
考慮事項とのバランスの取れた予算の策定とその執行状況、
その他計数情報の管理、業務の効率化や職員のモチベーショ
ン向上等を企図した新規施策の立案、対外的広報活動を通じ
た情報発信などの役割を担っています。また、経営企画部は、
法人運営のインフラである情報システムの企画・管理、業務フ
ローの改善・整備といった役割も担っています。

京、札幌、東北、新潟、北陸）、大阪事務所は西日本地域各事務
所（大阪、名古屋、京都、中国・四国、九州）について監査品質向
上のための取組みを個別の監査業務に浸透させる中心的役割
を担っています。各事務所に所属する社員及び職員の管理は、
経営管理本部所管の人事部が行っています。また、私たちは、
被監査会社の業種に応じた組織上の区分を設けていません。
このように業種による組織上の区分をしない理由は、公共性を
第一に考えるための私たちの工夫です。公的法人や金融機関
等の監査で蓄積した考え方や知見は、一般事業会社において
公共性を考慮した監査上の判断を行うために特に有効と考え
ています。また、IPO準備のための監査は、被監査会社の価値
や事業性を見極め、投資家保護の観点からガバナンスや内部
統制の整備について指導・助言する重要な機会となります。さ
らに、このような事業会社の監査において蓄積した知見を他の
公的法人や金融機関等の監査に役立てることも、社会的な役
割を果たすうえで非常に重要なことであると考えています。

各本部から独立した部門として、リスク管理委員会を設置して
います。リスク管理委員会は、当法人において整備・運用してい
る品質管理システムのうち、完了した監査業務の検証を除く モ
ニタリング及び改善プロセスに関する評価を実施しており、リ
スク管理委員会委員長は、品質管理システムのモニタリング及
び改善プロセスの評価に関する責任を有しています。

ナレッジ室

業務推進室

監査事務所

IT監査室

リスク管理委員会
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私たちは、経営執行上の重要な意思決定を行う総括代表社員
や経営執行機関に対する監督・評価機関として、会長と経営評
議会を設置しています。会長は、経営執行に関する総括代表社

員との協議、リスク管理評議会及び人事評議会の運営、社員総
会の招集・議事運営等を通じて経営執行の監督・評価及び助言
を行います。

経営評議会
経営評議会は、監督・監視機能を担う会長と独立性を有する第三者で構成されています。経営評議会は、私たちが公益
的な役割を果たし、当法人のガバナンスの強化と透明性の確保のため、幅広い見地から経営執行機関に対する助言を
行います。私たちは、資本市場における社会的な基盤として公共財を提供することが社会的使命であると考えており、
公益的な視点を強化することを主たる目的として独立性を有する第三者を選任しています。

リスク管理評議会
法人運営上のリスクに関する経営執行機関の対応を監視するため、リスク管理評議会を設置しています。リスク管理評
議会は、主に合併等や重要な組織体制の変更、外部レビュー又は検査の重要な指摘事項等への対応等について、総括
代表社員からその対応プロセスや対応方針の諮問を受けるほか、法人運営上のリスクに関する会長の監督・評価機関
としての監視機能をサポートしています。

人事評議会
重要な人事に関する経営執行機関の対応を監視するため、人事評議会を設置しています。人事評議会は、主に社員の評
価やアサインの決定、役職者となる社員の選任等に関する意思決定等について、総括代表社員からその決定プロセスや
決定方針の諮問を受けるほか、人事に関する会長の監督・評価機関としての監視機能をサポートしています。

監督・評価機関
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当法人は、ガバナンスの強化と透明性の確保の観点から、経営
評議会を設置し、総括代表社員を含む経営執行機関に対し、経
営評議会委員から助言を受ける体制を整備しています。経営執
行機関を監督・評価する経営評議会は、原則として四半期に一
度開催しています。2025年6月期は、全４回の経営評議会が開
催され、全ての経営評議会委員が出席し、経営執行機関に対す
る助言等を行いました。2025年6月期の経営評議会における主
な議事事項は以下のとおりです。
● 2024年6月期及び2025年6月期の業務執行状況報告
● 当法人の被監査会社の状況及び海外子会社とグループ監
査の状況について

● 公認会計士・監査審査会の検査について

経営評議会による助言及びその対応

独立性を有する第三者（外部有職者）のご紹介

岡田 譲治氏 松島 正之氏

経営評議会メンバー（2025年6月末現在）

略歴
1974年
2014年
2015年
2017年
主な現職

三井物産株式会社入社
同社代表取締役副社長執行役員CFO

同社常勤監査役
日本監査役協会会長
一般財団法人会計教育研修機構理事
一般社団法人日本公認不正検査士協
会理事長
日本航空株式会社監査役
日本電気株式会社取締役
日本取引所自主規制法人理事
学校法人津田塾大学評議員

略歴
1968年
1998年
2008年
2011年

主な現職

日本銀行入行
同行理事
クレディ・スイス証券会社会長
ボストン コンサルティング グループ
シニアアドバイザー
インテグラル株式会社常勤顧問
谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 

シニアアドバイザー
日揮ホールディングス株式会社取締役

略歴
1981年
2009年
2013年
2016年
主な現職

大蔵省（現財務省）入省
財務省大臣官房審議官
同省関税局長
内閣官房TPP政府対策本部国内調整総括官
双日株式会社顧問
株式会社栃木銀行監査役
公益財団法人日本関税協会監事
一般財団法人日本不動産研究所理事長
橋本総業ホールディングス株式会社取締役
公益財団法人　三菱UFJ技術育成財団理事

宮内 豊氏

左から ： 松島 正之氏（前）　岡田 譲治氏（後）　宮内 豊氏（後）　梶川 融（前、当法人会長）

また、会長を含む経営評議会の委員間においては、上記のほ
か、個別に非公式の意見交換を行う場を設けているほか、必
要に応じて不定期のモニタリング会合を開催することができ
ることとしています。さらに、経営評議会の委員は、必要に応
じて総括代表社員その他の役職者等に対して資料の要求や
ヒアリングを行うことができることとしています。独立性を有
する第三者より経営執行に関する新しい視点の提示や助言
を受けることは、当法人が組織的な運営の改善を図るうえ
で、欠かせないものであると認識しています。今後もより一
層、経営評議会委員からの助言等を具体的に活かす取組み
を継続してまいります。
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本部・東京事務所 
〒107-0051  東京都港区元赤坂1-2-7
赤坂Kタワー22 階
TEL： 03-5474-0111

札幌事務所
〒060-0001  北海道札幌市中央区北一条西4-2-2
札幌ノースプラザ7 階
TEL： 011-596-9351

新潟事務所
〒950-0087  新潟県新潟市中央区東大通2-4-10
日本生命新潟ビル8階
TEL： 025-290-7081

北陸事務所
〒920-0031  石川県金沢市広岡1-1-18
金沢KSビル6 階
TEL：076-231-3270

九州事務所
〒810-0001  福岡県福岡市中央区天神2-14-2 
福岡証券ビル5階
TEL： 092-718-3071

大阪事務所
〒530-0015  大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
梅田センタービル24 階
TEL： 06-6373-3030

東北事務所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-1
仙台三菱ビル4 階
TEL： 022-797-2471

名古屋事務所
〒451-6025  愛知県名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー25階
TEL： 052-569-5605

中国・四国事務所
〒732-0822  広島県広島市南区松原町2-62 
広島JPビルディング12階
TEL： 082-258-5288

福井オフィス
〒910-0006  福井県福井市中央3-3-21 
福井中央ビル3階
TEL： 0776-27-3023

富山オフィス
〒930-0008  富山県富山市神通本町1-6-5 
富山東京海上日動ビル2階
TEL： 076-433-3150

神戸オフィス
〒658-0032  兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート8階
TEL： 078-858-9995

京都事務所
〒600-8009  京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地
ヤサカ四条烏丸ビル9階
TEL：075-255-4141　

事務所案内

沿革

1971年

2006年

2008年

2012年

2013年

2014年

2018年

9月

1月

 7月

7月

10月

10月

7月

太陽監査法人設立

太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法人となる

有限責任組織形態に移行し太陽ASG有限責任監査法人となる

永昌監査法人と合併

霞が関監査法人と合併

太陽有限責任監査法人に社名変更

優成監査法人と合併

2025年7月1日付で京都事務所を開所いたしました。

55法人概要



貸借対照表（単位：百万円）

568

17,5601,113

会社数 業務収入

損益計算書（単位：百万円）

当法人の貸借対照表、損益計算書の概要は以下のとおりです。なお、当法人の計算書類は、会計監査人の監査を受けています。

2024/6 2025/6 2024/6 2025/6

現金及び預金 10,224 未払金 1,342

業務未収入金 830 その他 2,505

その他 556 流動負債合計 3,847

流動資産合計 11,611 固定負債合計 2,910

有形固定資産 1,058 負債合計 6,758

無形固定資産 356 資本金 530

投資等 2,970 剰余金 8,709

固定資産合計 4,386 資本合計 9,239

資産合計 15,997

9,652

1,015

393

11,060

714

245

2,542

3,502

14,563 負債資本合計 15,997

1,062

2,562

3,624

2,743

6,367

543

7,652

8,195

14,563

2024/6 2025/6

業務収入 18,128

業務費用 16,340

営業利益 1,787

営業外損益 120

経常利益 1,907

特別損益 △12

税引前利益 1,895

法人税等 567

当期利益 1,328

17,991

15,678

2,312

4

2,317

△96

2,220

428

1,792

資本市場における投資家保護を念頭におき、監査品質の向上という観点から監査法人の経営資源を監査に集中して注力するため、当
法人の業務内容は原則として監査業務及び監査業務に付随する非監査業務に限り、グループ会社がそれ以外の非監査業務担うこと
としております。監査業務に付随する非監査業務の主なものは、IPO準備会社に対する短期調査や助言業務、コンフォートレターの発
行等です。なお、報酬依存度が15%を超える特定の被監査会社はありません。

監査証明業務

財務データ

非監査証明業務 監査証明業務 非監査証明業務

422社

社 百万円

百万円
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（2025年6月末現在）

●建設業
暁飯島工業（株）
（株）イチケン
（株）ヴィス
（株）ウエストホールディングス
エクシオグループ（株）
（株）佐藤渡辺
JESCOホールディングス（株）
新日本建設（株）
第一カッター興業（株）
大末建設（株）
大成温調（株）
太平電業（株）
日本基礎技術（株）
（株）FUJIジャパン
（株）ヤマト

●食料品
旭松食品（株）
アリアケジャパン（株）
日東ベスト（株）
（株）ブルボン
六甲バター（株）

●パルプ・紙/繊維製品
阿波製紙（株）
（株）ソトー
東海染工（株）
山喜（株）
（株）ルックホールディングス

●化学
旭化学工業（株）
（株）きもと
積水樹脂（株）
東洋ドライルーブ（株）
（株）トクヤマ
フクビ化学工業（株）
北興化学工業（株）
丸尾カルシウム（株）
ミライアル（株）
レック（株）

●医薬品
（株）カイオム・バイオサイエンス
（株）サイフューズ
（株）ジーエヌアイグループ
（株）デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

●石油・石炭製品/ゴム製品/
ガラス・土石製品/鉄鋼/非鉄金属
（株）アーレスティ
虹技（株）
藤倉コンポジット（株）
三谷セキサン（株）
（株）MORESCO

●金属製品
（株）アドバネクス
川田テクノロジーズ（株）
（株）技術承継機構
協立エアテック（株）
（株）ケー・エフ・シー
（株）J-MAX
（株）スーパーツール
立川ブラインド工業（株）
中央発條（株）
東プレ（株）
（株）中西製作所
那須電機鉄工（株）

●機械
（株）石川製作所
栗田工業（株）
黒田精工（株）
（株）瑞光
鈴茂器工（株）
（株）ソディック
大豊工業（株）
THK（株）
TOYOイノベックス（株）
（株）中北製作所
中野冷機（株）
（株）ニッチツ
野村マイクロ・サイエンス（株）
ヒーハイスト（株）
（株）日阪製作所
フジテック（株）
（株）マースグループホールディングス
YUSHIN（株）
ローツェ（株）
ワイエイシイホールディングス（株）

●電気機器
HPCシステムズ（株）
エブレン（株）
（株）MCJ
（株）遠藤照明

（株）オキサイド
（株）京写
KOA（株）
（株）サンコー
（株）ズーム
SEMITEC（株）
太洋テクノレックス（株）
（株）ツインバード
日本アンテナ（株）
日本信号（株）
日本電波工業（株）
バルミューダ（株）
日置電機（株）
北陸電気工業（株）
松尾電機（株）

●輸送用機器
曙ブレーキ工業（株）
カヤバ（株）
（株）ジャムコ
新明和工業（株）
（株）ニッキ
（株）モリタホールディングス

●精密機器
シグマ光機（株）
（株）スリー・ディー・マトリックス
（株）日本エム・ディ・エム

●その他製品
（株）クレステック
（株）コラントッテ
総合商研（株）
（株）トランザクション
（株）フルヤ金属
ローランド（株）

●倉庫・運輸関連業/陸運業
（株）エージーピー
（株）関通
センコーグループホールディングス（株）
伏木海陸運送（株）
丸八倉庫（株）

上場会社 

主な被監査会社一覧
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●情報・通信業
（株）アイ・ピー・エス（東証プライム）
（株）アイ・ピー・エス（東証スタンダード）
（株）アイドママーケティングコミュニケーション
（株）アイネット
（株）i-plug
アウトルックコンサルティング（株）
アクセルマーク（株）
アステリア（株）
アドソル日進（株）
（株）eWeLL
eBASE（株）
Institution for a Global Society（株）
（株）インターファクトリー
インフォメティス（株）
（株）Aiming
ARアドバンストテクノロジ（株）
（株）SRAホールディングス
（株）エディア
ANYCOLOR（株）
（株）エムケイシステム
（株）オークネット
（株）ODKソリューションズ
オープンワーク（株）
（株）オプティム
（株）オプロ
カバー（株）
（株）キッズスター
クルーズ（株）
グロースエクスパートナーズ（株）
（株）Globee
コムチュア（株）
（株）サインド
（株）ザッパラス
（株）Sun Asterisk
（株）CAC Holdings
（株）jig.jp
（株）システムインテグレータ
（株）システムソフト
（株）シノプス
シリコンスタジオ（株）
（株）シンカ
シンプレクス・ホールディングス（株）
（株）スカラ
（株）スタメン
スパイダープラス（株）
（株）すららネット
（株）セキュア
（株）ゼネテック

DAIKO XTECH（株）
（株）TalentX
チエル（株）
都築電気（株）
（株）データ・アプリケーション
テクミラホールディングス（株）
（株）デジタルハーツホールディングス
テモナ（株）
（株）ニーズウェル
（株）ネオマーケティング
（株）ネットスターズ
（株）はてな
（株）ビーグリー
BBDイニシアティブ（株）
（株）ビーブレイクシステムズ
HEROZ（株）
ビリングシステム（株）
（株）ファインズ
（株）Faber Company
（株）ブイキューブ
（株）FIXER
（株）フォーバル・リアルストレート
（株）フォーバルテレコム
（株）フライトソリューションズ
ブルーイノベーション（株）
（株）ベネフィットジャパン
HOUSEI（株）
（株）メディア工房
（株）ユビキタスAI
（株）ラキール
リンカーズ（株）
（株）ワンキャリア

●卸売業
（株）アイナボホールディングス
（株）アルファパーチェス
（株）オータケ
川辺（株）
クリエイト（株）
（株）cotta
（株）三栄コーポレーション
（株）ジーデップ・アドバンス
昭栄薬品（株）
（株）SHINKO
清和中央ホールディングス（株）
泉州電業（株）
セントラルフォレストグループ（株）
中部水産（株）
（株）デンキョーグループホールディングス

東北化学薬品（株）
トルク（株）
日新商事（株）
（株）ビューティカダンホールディングス
（株）フォーバル
BRUNO（株）
ポエック（株）
（株）星医療酸器
丸紅建材リース（株）
（株）ミクリード
三谷商事（株）
ムーンバット（株）

●小売業
（株）いつも
（株）インターメスティック
（株）エービーシー・マート
（株）エスエルディー
MRKホールディングス（株）
（株）魁力屋
コーナン商事（株）
（株）コスモス薬品
（株）シー・ヴイ・エス・ベイエリア
シュッピン（株）
（株）シルバーライフ
（株）スーパーバリュー
（株）大和
（株）WDI
（株）ダブルエー
（株）チヨダ
（株）DDグループ
（株）トップカルチャー
（株）ハチバン
BEENOS（株）
ファーマライズホールディングス（株）
（株）ブロンコビリー
（株）ベルク
（株）ほぼ日
（株）マックハウス
（株）松屋
（株）マルヨシセンター
夢展望（株）
RIZAPグループ（株）
（株）リンガーハット
綿半ホールディングス（株）
（株）ワットマン

上場会社 
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●銀行業/証券・商品先物取引業/
保険業/その他金融業
（株）アサックス
Jトラスト（株）
（株）ジャパンインベストメントアドバイザー
全国保証（株）
Solvvy（株）
（株）大東銀行
（株）鳥取銀行
日産証券グループ（株）

●不動産業
（株）アールエイジ
（株）アールプランナー
（株）アンビションDXホールディングス
いちご（株）
（株）インテリックス
（株）ウィル
エスリード（株）
エリアリンク（株）
霞ヶ関キャピタル（株）
（株）シーラホールディングス
（株）JPMC
スター・マイカ・ホールディングス（株）
日本グランデ（株）
パラカ（株）
（株）ファンドクリエーショングループ
ホームポジション（株）
MIRARTHホールディングス（株）
（株）ランドネット
（株）LeTech
ロードスターキャピタル（株）

●サービス業
（株）アール・エス・シー
（株）アシロ
（株）アソインターナショナル
（株）アドウェイズ
（株）アドベンチャー
イー・ガーディアン（株）
（株）市進ホールディングス
INTLOOP（株）
（株）ウチヤマホールディングス
（株）WOLVES HAND
（株）AB&Company
（株）エスプール
（株）MS＆Consulting
オリジナル設計（株）
（株）オンデック

（株）CaSy
クックビズ（株）
（株）グッドパッチ
（株）クリーク・アンド・リバー社
グリーンモンスター（株）
（株）グローバルキッズCOMPANY
（株）ココルポート
（株）サクシード
（株）CS-C
（株）GENOVA
（株）KeyHolder
（株）キャリアデザインセンター
（株）識学
ジャパニアス（株）
（株）スプリックス
（株）セルム
綜合警備保障（株）
（株）ダイサン
（株）ダイブ
TAC（株）
（株）旅工房
タメニー（株）
（株）ツカダ・グローバルホールディング
TDSE（株）
（株）テイクアンドギヴ・ニーズ
（株）テー・オー・ダブリュー
（株）鉄人化ホールディングス
（株）デリバリーコンサルティング
（株）トスネット
（株）トライト
（株）ナルネットコミュニケーションズ
日建工学（株）
日本管財ホールディングス（株）
日本ホスピスホールディングス（株）
バーチャレクス・ホールディングス（株）
（株）ビースタイルホールディングス
ビジネスコーチ（株）
（株）ヒューマンクリエイションホールディングス
（株）ファルコホールディングス
（株）プラップジャパン
（株）プロジェクトホールディングス
（株）プロレド・パートナーズ
（株）ベイカレント
（株）ベストワンドットコム
ホウライ（株）
マイクロ波化学（株）
（株）Macbee Planet
ライク（株）
（株）ライスカレー

（株）ライドオンエクスプレスホールディングス
（株）LIFE CREATE
（株）リスキル
（株）リンクアンドモチベーション
令和アカウンティング・ホールディングス（株）
ワシントンホテル（株）

いちご地所（株）
上田八木短資（株）
MUFGトレーディング（株）
国分グループ本社（株）
国分首都圏（株）
互助会保証（株）
（株）西京銀行
（株）佐賀共栄銀行
JPリースプロダクツ＆サービシイズ（株）
センコー（株）
（株）タカラレーベン
（株）立飛ホールディングス
ディー・ティー・ホールディングス（株）
東京貿易ホールディングス（株）
富山地方鉄道（株）
日産証券（株）
ネットワンシステムズ（株）
富士ソフト（株）
北陸観光開発（株）
（株）マルハン
山崎金属産業（株）
吉野石膏ホールディングス（株）

いちごグリーンインフラ投資法人
エネクス・インフラ投資法人
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
ジャパン・インフラファンド投資法人
大和証券リビング投資法人
東海道リート投資法人
東京インフラ・エネルギー投資法人
星野リゾート・リート投資法人

国立大学法人秋田大学
国立大学法人大分大学
国立研究開発法人建築研究所
国立研究開発法人土木研究所
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人情報処理推進機構

上場会社 

投資法人

国立大学法人/独立行政法人

非上場大会社
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原則・指針 参照 頁

原則 1

1 － 1
 
 

当法人の文化と価値観
職業倫理の醸成

当法人の文化と価値観
パートナーの行動規範

人材育成の方針

当法人の文化と価値観

非監査業務に対する考え方
多様な働き方とキャリア

当法人のネットワーク

経営執行機関

経営執行機関
各組織の役割

8

18

1 － 2 8

18

1 － 3
38

1 － 4  
8

1 － 5

18

40

原則 2

2 － 1

10

2 － 2  
 

 監査チームを支援する体制
リスク情報を横断的に管理する体制

10

1 1

24

31

監査法人ガバナンス・コードの
対応状況について
当法人は、2017年7月1日より「監査法人の組織的な運営に関する原則（監査法人ガバナンス・コード）」を採用しております。 監査法人
ガバナンス・コードに記載されている各原則・指針の当法人における対応状況は、以下のとおりです。  

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全
な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓
発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営（マネジメント）
機能を発揮すべきである。

監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上
に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、
トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トッ
プの姿勢を明らかにすべきである。

監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、そ
れを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。

監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、
積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。

監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置
づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・
特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らか
にすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合
には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸
念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。

1 － 6

50

監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等と
の包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人
は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、ど
のような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべ
きである。

監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が行
われるようにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設け
ないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保す
るため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明
らかにすべきである。
監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るよう
な重要な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるため
の組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家とし
ての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。
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  





コミュニケーション

人材育成の方針

テクノロジーの活用

26、３５

38

44

2 － 3 社員総会
経営執行機関

10

10

原則 3

3 － 1

監督・評価機関 14

3 － 2
経営評議会

独立性を有する第三者
14

15

3 － 3

経営評議会による助言
及びその対応

15

3 － 4

経営評議会 14

原則 4

4 － 1

各組織の役割 11

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援
する機能を確保すべきである。

監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・
確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべ
きである。

監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通
じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、
その役割を明らかにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評
価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能
や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自ら
が認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用す
べきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方
を明らかにすべきである。

監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者
について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、そ
の役割を明らかにすべきである。

監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができ
るよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時
かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる
環境を整備すべきである。

監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有
するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整
備し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品質
の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案す
るだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよ
う、経営機能を果たす人員を選任すべきである。













経営機能の実効性向上に資する助言・提言
組織的な運営の実効性に関する評価への関与
経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び
報酬の決定過程への関与
法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた
情報の検証及び活用状況の評価への関与
被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与

監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等の
マクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度あ
る意見交換を行う環境の整備
法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮さ
せるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテ
クノロジーが進化することを踏まえた深度ある監査を実現するためのIT
基盤の実装化（積極的なテクノロジーの有効活用を含む。）に係る検討･
整備
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4 － 2

人材育成の方針  38

4 － 3 監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
各組織の役割

人材交流

多様な働き方とキャリア

人材育成の方針
監査品質の向上のための
リソースの効果的な活用

1 1

42

当法人の文化と価値観 8

当法人の文化と価値観 8

監査品質指標一覧 6

品質管理システムの評価 17
ガバナンスの概要 9
監督・評価機関 14

非監査業務に対する考え方 18

テクノロジーの活用 44

人材育成の方針 38

財務データ 56

38

40

22

4 － 4
監査役等とのコミュニケーション 

ステークホルダーとの
コミュニケーション

35

35

4 － 5
通報制度 35

原則 5

5 － 1
本報告書 全体

5 － 2

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきであ
る。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価でき
るよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みに
ついて、一般に閲覧可能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。

監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の
観点から、規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保
持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に
係る方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が職業
的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。

監査法人は、被監査会社のCEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との
間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすととも
に、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に
留意すべきである。

監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとと
もにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通
報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。





















会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそ
れぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢
法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考
え方や行動の指針
監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標
（AQI：Audit Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた取
組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報
監査法人における品質管理システムの状況
経営機関等の構成や役割
監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役
割、貢献及び独立性に関する考え方
法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけにつ
いての考え方、利益相反や独立性の懸念への対応
監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏
まえた深度ある監査を実現するためのIT基盤の実装化に向けた対応状
況（積極的なテクノロジーの有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ
対策を含む。）
規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研
修・教育も含めた人材育成方針
特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されてい
る状況









法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよ
う、幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が
行われること
法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向
などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が
与えられること
法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価
し、計画的に活用すること
法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができ
る環境を整備すること
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